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規　
則

○
秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
三
・
人
事

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
四
・
健
康
推
進
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六

　

五
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則
（
六
六
・
環
境
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

　
　
告　
示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
五
〇
七
・
福
祉
政
策
課
）
…
３

○
建
築
士
法
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
号
又
は
第

　

二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め

　

る
者
（
五
〇
八
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

　
　
公　
告

○
特
例
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
応
急
入
院
指
定
病
院
の
指
定
（
障

　

害
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

○
特
定
病
院
の
認
定
（
障
害
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

○
入
会
林
野
整
備
計
画
の
認
可
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
５

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
５

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企

　

画
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
仙
北
地
域
振
興
局
総
務
企

　

画
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

　
　
公
安
委
員
会
規
則

○
秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
九
・
警
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
九
三
）
…
…
…
５

○
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
異
動
の
届
出
（
九
四
）
…
…
…
…
６

　
　
公
営
企
業
管
理
規
程

○
秋
田
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
九
・
公
営

　

企
業
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

　

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
田
県
規
則
第
六
十
三
号

　
　
　

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
総
務
課
の
項
第
十
三
号
中
「
公
益
法
人
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え

る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
田
県
規
則
第
六
十
四
号

　
　
　

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の

　
　
　

一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
号
中　

か
ら　

ま
で
を
削
り
、 

を　

と
し
、　

か
ら　

ま
で

を
五
つ
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
号　

中
「
第
五
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十

五
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
号
中　

を　

と
し
、　

の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　
　
　

第
五
十
六
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
の
清
算
人
の
氏
名
及

び
住
所
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

第
五
十
六
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
の
清
算
の
結
了
の

届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
一
号　

中
「
第
五
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
六
項
」

に
改
め
、
同
号
中　

を　

と
し
、　

か
ら　

ま
で
を
三
つ
ず
つ
繰
り
下
げ
、

　

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　

第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
法
人
の
名
称
等
を
定

め
る
こ
と
。

　
　
　
　

第
四
十
六
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
法
人
の
仮
理
事

を
選
任
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

第
四
十
六
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
法
人
の
特
別
代

理
人
を
選
任
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
一
号
の
二
中
㈠
を
削
り
、
㈡
を
㈠
と
し
、
㈢
を
㈡
と
す
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
六
十
五
号

　
　
　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
秋
田
県
規
則
第
五
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
准
看
護
師
の
再
免
許
の
申
請
）

第
二
条　
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
准
看
護
師
の
再
免
許
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
及
び
押
印
し
た
申
請

書
に
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

　

二　

免
許
取
消
処
分
の
年
月
日

　

（
准
看
護
師
再
教
育
研
修
を
修
了
し
た
旨
の
准
看
護
師
籍
へ
の
登
録
の
申

請
）

第
三
条　
法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
再
教
育
研
修

を
修
了
し
た
旨
の
准
看
護
師
籍
へ
の
登
録
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
押
印
し
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

　

二　

准
看
護
師
籍
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

　

三　

准
看
護
師
再
教
育
研
修
の
修
了
年
月
日

　

第
四
条
第
一
号
中
「
及
び
第
二
項
並
び
に
」
を
「
、
第
二
項
及
び
第
三
項

並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
三
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

　

（
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
書
換
交
付
の
申
請
）

第
四
条　
法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
准
看
護
師
再
教
育
研
修
修

了
登
録
証
（
以
下
「
修
了
登
録
証
」
と
い
う
。
）
の
記
載
事
項
の
変
更
に

よ
り
修
了
登
録
証
の
書
換
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
、
及
び
押
印
し
た
申
請
書
に
当
該
修
了
登
録
証
を
添
え

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

（　）四十一

（　）四十五

（　）四十

（　）四十五

（　）三十三

（　）三十九

（　）三十二
（　）三十二

（　）三十五

（　）三十五

（　）三十六（　）三十七

（　）三十一
（　）三十一

（　）三十四

（　）二十四

（　）三十

（　）二十三

（　）二十四（　）二十五

（　）二十六



２
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て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

　

二　

准
看
護
師
籍
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

　

三　

変
更
に
係
る
事
項
及
び
変
更
の
年
月
日

　

（
修
了
登
録
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
五
条　
修
了
登
録
証
の
亡
失
又
は
損
傷
に
よ
り
修
了
登
録
証
の
再
交
付
を

申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
押

印
し
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
再
交
付
の
申
請
が
修
了
登
録
証
の
損
傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
修
了
登
録
証
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

　

二　

准
看
護
師
籍
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

　

三　

亡
失
又
は
損
傷
の
理
由

２　
修
了
登
録
証
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
亡
失
し
た
修
了
登
録
証
を
発

見
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
及
び
押
印
し

た
返
納
書
に
当
該
登
録
証
を
添
え
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

一　

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

　

二　

准
看
護
師
籍
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

　

（
准
看
護
師
籍
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
等
）

第
六
条　
令
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
籍
の
訂
正
及
び
令
第

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
免
許
証
の
書
換
交
付
を
申
請
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
押
印
し
、
こ

れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

　

二　

准
看
護
師
籍
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

　

三　

変
更
に
係
る
事
項
及
び
変
更
の
年
月
日

２　
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
籍
の
登
録
の
抹
消
を
申
請

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
押
印

し
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

　

二　

准
看
護
師
籍
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

　

三　

申
請
の
理
由

３　
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
死
亡
し
、
又
は
失
踪そ

う

の
宣
告
を
受
け

た
者
に
係
る
准
看
護
師
籍
の
登
録
の
抹
消
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
及
び
押
印
し
た
申
請
書
に
戸
籍
謄
本
又
は

戸
籍
抄
本
を
添
え
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

届
出
義
務
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

　

二　

死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
准
看
護
師
に
係
る
本
籍
地
都

道
府
県
名
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
准
看
護
師
籍
の
登
録
番
号
及

び
登
録
年
月
日

　

（
准
看
護
師
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
等
）

第
七
条　
令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
免
許
証
の
再
交
付
を

申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
押

印
し
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

　

二　

准
看
護
師
籍
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

　

三　

亡
失
又
は
損
傷
の
理
由

２　
令
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
免
許
証
の
返
納
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
返
納
書
に
押
印
し
、
こ
れ

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

　

二　

准
看
護
師
籍
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

　

（
准
看
護
師
試
験
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
）

第
八
条　
施
行
規
則
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
試
験
の
合

格
証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
に
押
印
し
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

一　

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

　

二　

准
看
護
師
試
験
の
合
格
番
号
及
び
合
格
年
月
日

　

（
書
類
の
様
式
）

第
九
条　
法
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
准
看
護
師
免
許
証
は
、
様
式
第

一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２　
修
了
登
録
証
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

別
記
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
一

号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
田
県
規
則
第
六
十
六
号

　
　
　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改

　
　
　

正
す
る
規
則

　

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十

六
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
第
二
項
第
八
号
中
「
又
は
寄
附
行
為
」
を
削
る
。

　

（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改

正
）

第
二
条　
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭

和
五
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
　

第
五
条
第
四
号
㈨
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
」
を
「
公
益
社
団
法
人
若
し

く
は
公
益
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

　

（
秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　
秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
秋
田
県
規

則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
、
寄
附
行
為
」
を
削
る
。

　
　

第
九
条
第
二
号
中
「
法
人
又
は
」
の
下
に
「
法
人
格
の
な
い
」
を
加

え
、
「
、
寄
附
行
為
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

「
、
寄
附
行
為
」
を
削
る
。

　
　
　
附　
則

１　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
五
条
第
四
号
㈨
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
又

は
公
益
財
団
法
人
に
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
五
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
社
団
法
人
又
は
特
例

財
団
法
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
３

条
第

９
条

様
式

第
２

号
（

第
９

条
関

係
）

准
看

護
師

再
教

育
研

修
修

了
登

録
証

　
　

　
　

　
　

　
　

本
籍

地
都

道
府

県
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
氏

　
名年

　
　

月
　

　
日

生

　
保

健
師

助
産

師
看

護
師

法
に

よ
り

准
看

護
師

再
教

育
研

修
を

修
了

し
た

旨
を

准
看

護
師

籍
に

登
録

し
た

こ
と

を
証

し
ま

す
。

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

秋
田

県
知

事
　

　
　

　
　

　
　

印

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示
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秋
田
県
告
示
第
五
百
八
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
五
条
第
三
号
の
規

定
に
よ
り
、
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及

び
技
能
を
有
す
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

次
の
表
の
い
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
お
い
て
、
ろ
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修

め
て
卒
業
し
た
後
、
は
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
（
建
築
士
法

第
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
実
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
経

験
を
有
す
る
者

　

注　

ろ
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る

大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三

十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
学

校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和

五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
学

校
教
育
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
専
門
学
校
設
置
基

準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も

の
と
し
、
防
衛
省
設
置
法
に
よ
る
防
衛
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進

法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
又
は
職
業
能
力
開
発
大
学
校
に

あ
っ
て
は
大
学
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
あ
っ
て

は
短
期
大
学
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
学

校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
学

校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
五
十
八
号
）
の
規
定

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二　

次
の
表
の
い
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
を
入
学
資
格
と
す
る

学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
お
い
て
、
修
業
年
限
が

ろ
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
で
、
は
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た

後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
応
じ
、
に
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務

の
経
験
を
有
す
る
者

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
つ
ば
ら

株
式
会
社　

し
ら
か
み
長
寿
の
里　

代
表

取
締
役
社
長

能
代
市
落
合
字
古
悪
土
一―

二
百
十
七

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

平
成
二
十
年
十
一
月
十
五
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
だ
ん
ら
ん

式
会
社　

し
ら
か
み
長
寿
の
里　

代
表
取

締
役
社
長

能
代
市
落
合
字
古
悪
土
一―

二
百
十
七

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

平
成
二
十
年
十
一
月
十
五
日

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
梅
の
里

有
限
会
社　

シ
ル
バ
ー
サ
ポ
ー
ト　

取
締

役

潟
上
市
飯
田
川
下
虻
川
字
八
ツ
口
四
十
九―

二

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護

平
成
二
十
年
八
月
一
日

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
昭
和

有
限
会
社　

サ
ポ
ー
ト
昭
和　

取
締
役

潟
上
市
昭
和
大
久
保
字
北
野
街
道
上
五
十
六―

十
五

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

秋
田
県
告
示
第
五
百
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
五
十
四
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介

護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

い

ろ

は

学
校
教
育
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律

第
二
十
六
号
）
に

よ
る
大
学
又
は
高

等
専
門
学
校

平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百

四
十
三
号
（
以
下
「
第
七
百
四
十
三
号

告
示
」
と
い
う
。
）
の
第
一
に
規
定
す

る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号
中
「
四
十

単
位
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
単
位
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

一
年

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定

す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号
中
「
四

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
単
位
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

二
年

防
衛
省
設
置
法

（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
百
六
十
四

号
）
に
よ
る
防
衛

大
学
校
又
は
職
業

能
力
開
発
促
進
法

（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
六
十
四

号
）
に
よ
る
職
業

能
力
開
発
総
合
大

学
校
、
職
業
能
力

開
発
大
学
校
若
し

く
は
職
業
能
力
開

発
短
期
大
学
校

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定

す
る
科
目

〇
年

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定

す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号
中
「
四

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
単
位
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

一
年

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定

す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号
中
「
四

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
単
位
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

二
年

学
校
教
育
法
に
よ

る
高
等
学
校
又
は

中
等
教
育
学
校

平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百

四
十
四
号
（
以
下
「
第
七
百
四
十
四
号

告
示
」
と
い
う
。
）
の
第
一
に
規
定
す

る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十

単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
単
位
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

四
年

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

防
衛
省
設
置
法

（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
百
六
十
四

号
）
に
よ
る
防
衛

大
学
校
又
は
職
業

能
力
開
発
促
進
法

（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
六
十
四

号
）
に
よ
る
職
業

能
力
開
発
総
合
大

学
校
、
職
業
能
力

開
発
大
学
校
若
し

く
は
職
業
能
力
開

発
短
期
大
学
校

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定

す
る
科
目

〇
年

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定

す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号
中
「
四

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
単
位
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

一
年

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定

す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号
中
「
四

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
単
位
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

二
年

学
校
教
育
法
に
よ

る
高
等
学
校
又
は

中
等
教
育
学
校

平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百

四
十
四
号
（
以
下
「
第
七
百
四
十
四
号

告
示
」
と
い
う
。
）
の
第
一
に
規
定
す

る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十

単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
単
位
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

四
年

い

ろ

は

に
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注　

は
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る

専
修
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省

令
第
二
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
各

種
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行

う
も
の
と
す
る
。

三　

次
の
表
の
い
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
さ
ら
に
職
業
能
力
開

発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
、

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
又
は
認
定
職
業
訓
練
に
お
い
て
、
修
業
年
限
が

ろ
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
で
、
は
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た

後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
応
じ
、
に
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務

の
経
験
を
有
す
る
者

　

注　

は
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
専
修
学
校
設
置
基
準

の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

四　

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十

七
条
の
十
八
に
規
定
す
る
建
築
設
備
士

五　

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
昭
和
五

十
二
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号
（
以
下
「
旧
告
示
」
と
い
う
。
）

第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
、
建
築
に
関

す
る
実
務
の
経
験
を
こ
れ
ら
の
課
程
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
年
数
に
満
た
な
い
年
数
し
か
有
し
な
い
者
で
、
施
行
日
以
後

に
施
行
日
前
の
建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
年
数
と
施
行
日
以
後
の
建
築

実
務
の
経
験
年
数
を
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
課
程
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
年
数
以
上
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

六　

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
旧
告
示
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る

課
程
に
在
学
す
る
者
で
、
施
行
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
課
程
を
修
め
て
卒
業

し
た
後
、
こ
れ
ら
の
課
程
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
及

び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め

る
者

　
　
　
附　
則

１　
こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
昭
和
五
十
二
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号
は
、
廃
止
す
る
。

　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
第

二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
特
例
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
精
神
科
病
院
と

し
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
公

告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
後
段
及
び
第
三
十
三
条
第
四
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
特
例
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
精
神
科
病
院
と
し

て
、
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

い

ろ

は

に

学
校
教
育
法

に
よ
る
高
等

学
校
若
し
く

は
中
等
教
育

学
校
又
は
旧

中
等
学
校
令

に
よ
る
中
等

学
校

二
年

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目

〇
年

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号

中
「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
三

十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

一
年

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号

中
「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
二

十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

二
年

一
年

第
七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目

三
年

学
校
教
育
法

に
よ
る
中
学

校

二
年

第
七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号

中
「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十

五
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

四
年

一
年

第
七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号

中
「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十

単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

五
年

い

ろ

は

に

学
校
教
育
法

に
よ
る
高
等

学
校
若
し
く

は
中
等
教
育

学
校
又
は
旧

中
等
学
校
令

に
よ
る
中
等

学
校

三
年

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号

中
「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
三

十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

一
年

二
年

第
七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号

中
「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
二

十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

二
年

一
年

第
七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目

三
年

学
校
教
育
法

に
よ
る
中
学

校

三
年

第
七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目

三
年

二
年

第
七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号

中
「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十

五
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

四
年

一
年

第
七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目
（
同
告
示
第
一
各
号

中
「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十

単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

五
年

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

名　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
期
間

医
療
法
人
興
生
会

　

横
手
興
生
病
院
秋
田
県
横
手
市
根
岸
町
八
番

二
十
一
号

平
成
二
十
年
十
一

月
十
七
日
か
ら
平

成
二
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

名　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
期
間

医
療
法
人
興
生
会

　

横
手
興
生
病
院
秋
田
県
横
手
市
根
岸
町
八
番

二
十
一
号

平
成
二
十
年
十
一

月
十
七
日
か
ら
平

成
二
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
阿
仁

萱
草
入
会
林
野
整
備
組
合
の
入
会
林
野
整
備
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

整
備
計
画
の
名
称　

阿
仁
萱
草
入
会
林
野
整
備
計
画

二　

認
可
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
二
ツ
井
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

能
代
市
二
ツ
井
町
切
石
字
大
倉
七
十
七
番
地　
　
　
　
　

石
山　

金
由

　
　

〃　
　

〃　
　
　

荷
上
場
字
館
の
下
山
根
六
十
二
番
地
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋　

孝
夫

　
　

能
代
市
二
ツ
井
町
小
繋
字
神
明
社
下
五
十
七
番
地　
　
　

高
橋　

豊
彦

　
　

〃　
　

〃　
　
　

麻
生
字
下
田
平
四
十
三
番
地　
　
　
　

工
藤
堅
之
助

　
　

〃　
　

〃　
　
　

荷
上
場
字
館
の
下
山
根
十
八
番
地　
　

高
橋　

勝
利

　
　

〃　
　

〃　
　
　

麻
生
字
下
田
平
十
七
番
地　
　
　
　
　

工
藤
忠
一
郎

　
　

〃　
　

〃　
　
　

切
石
字
大
倉
八
十
八
番
地
二　
　
　
　

桜
田　

善
仁

二　

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

能
代
市
二
ツ
井
町
麻
生
字
下
田
平
二
十
五
番
地　
　
　
　

原
田　

春
雄

　
　

〃　
　

〃　
　
　

切
石
字
山
根
百
十
九
番
地　
　
　
　
　

森
田　

茂
鑑

　
　

〃　
　

〃　
　
　

字
上
野
七
十
三
番
地
六　
　
　
　
　
　

菊
池　

利
信

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

　
　

凍
結
抑
制
剤
（
Ｎ
ａ
ｃ
ｌ
）　

二
千
八
百
ト
ン

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
総
務
経
理
課　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一

番
二
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
三
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社　

東
光
産
業　

大
館
市
釈
迦
内
字
街
道
上
十
三
番
八
号

五　

落
札
金
額
（
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
）

　
　

一
万
三
千
九
百
十
二
・
五
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

　
　

凍
結
抑
制
剤
（
Ｎ
ａ
Ｃ
ｌ
）　

三
千
七
百
ト
ン

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

仙
北
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
経
理
課　

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
十
三
番

六
十
二
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
七
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社　

東
日
本
ソ
ル
ト　

大
曲
営
業
所　

大
仙
市
飯
田
字
大
川
端

四
十―

十

五　

落
札
金
額
（
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
）

　
　

一
万
四
千
九
百
六
十
二
．
五
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　

平
成
二
十
年
十
月
七
日

秋
選
管
告
示
第
九
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の

政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

名　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
期
間

医
療
法
人
興
生
会

　

横
手
興
生
病
院
秋
田
県
横
手
市
根
岸
町
八
番

二
十
一
号

平
成
二
十
年
十
一

月
十
七
日
か
ら
平

成
二
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号

　
秋

田
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。
　

　
平

成
20年

11月
28日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
秋

田
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
芳

　
賀

　
京

　
子

　
　

　
　

秋
田

県
警

察
の

組
織

に
関

す
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

　
秋

田
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

45年
秋

田
県

公
安

委
員

会
規

則
第

３
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
　

第
４

条
警

務
課

の
項

中
「

公
益

法
人

」
を

「
公

益
法

人
等

」
に

改
め

る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
平

成
20年

12月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　
　
　
　
公
安
委
員
会
規
則

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

一　

政
党
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秋
選
管
告
示
第
九
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事

項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

民
主
党
秋
田
県
第
１
区
総
支
部

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
の
区
分

（
公
職
の
種
類
）

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

衆
議
院
議
員

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

平
成
二
十
年
十
月
三
日

自
由
民
主
党
ト
ラ
ッ
ク
支
部

代

表

者

嶋　

田　

康　

子

近　

藤　

道　

哲

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

寺
田
学
後
援
会

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
の
区
分

（
公
職
の
種
類
）

（
公
職
の
候
補
者

の
氏
名
及
び
公
職

の
種
類
）

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
か
つ
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

寺
田　

学
、
衆
議
院
議
員

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

平
成
二
十
年
十
月
三
日

山
本
き
よ
ひ
ろ
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

鹿
角
市
花
輪
字
囲
田
二
十
─
一

鹿
角
市
花
輪
字
観
音
平
十
─
三

　
　
　
　

〃

代

表

者

佐　

藤　
　
　

一

川　

村　
　
　

元

齊
藤
光
喜
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

湯
沢
市
三
梨
町
字
烏
帽
子
橋
百
三
十
四

湯
沢
市
稲
庭
町
字
稲
庭
二
百
六
十
四

平
成
二
十
年
十
月
七
日

秋
田
県
ト
ラ
ッ
ク
事
業
経
営
研

究
会

代

表

者

嶋　

田　

康　

子

近　

藤　

道　

哲

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

佐
藤
た
か
夫
後
援
会
連
合
会

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

秋
田
市
新
屋
比
内
町
六
─
十

秋
田
市
牛
島
東
一
丁
目
二
─
九

平
成
二
十
年
十
月
二
十
二
日

能
代
商
工
政
和
会

会

計

責

任

者

佐
々
木　

睦　

雄

丸　

岡　
　
　

明

　
　
　
　

〃

す
ず
き
陽
悦
後
援
会

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
の
区
分

（
公
職
の
候
補
者

の
氏
名
及
び
公
職

の
種
類
）

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

鈴
木　

陽
悦
、
参
議
院
議
員

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
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秋
田
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
九
号

　
　
　

秋
田
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

秋
田
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
及
び
第
十
八
条
第
五
項
中
「
公
益
法
人
等
」
を
「
公
益
的
法
人

等
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
中
「
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す

る
条
例
」
を
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改

め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

資
金
管
理
団
体
の
届

出
事
項
の
異
動
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

齊　

藤　

光　

喜

市
議
会
議
員

齊
藤
光
喜
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

湯
沢
市
三
梨
町
字
烏
帽
子
橋
百
三
十
四

湯
沢
市
稲
庭
町
字
稲
庭
二
百
六
十
四

平
成
二
十
年
十
月
七
日

　
　
　
　
　
公
営
企
業
管
理
規
程
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